
 資料３  
三重県における地域医療圏ごとの病院 BCP策定 

              

                     三重県病院協会理事長 竹田 寛 

 

１）災害対策の重要性 

年々激化する豪雨や台風、今後 30年のうちに 70％以上の確率で発生するとされる南海ト

ラフ地震などにより、三重県では大規模災害の発生が強く危惧されている。 

いつ、どこで、どのような災害が発生しても、継続して必要な医療が提供できるように、

各医療機関や介護施設などにおいては、災害発生時における事業継続計画（BCP: Business 

continuity planning）を策定することが要求されている。 

２）三重県における病院 BCP作成の現状 

県内には、現在 93 の病院があるが、これらの病院における BCP 策定は、災害拠点病院を

除き、余り進んでいない（令和元年 9月末現在、策定済み 30病院）。 

しかも策定の済んだ病院においても、各施設が独自に作成し他の医療機関との連携が考慮

されていないため、実際に災害が発生した場合の実効性が疑問視される。 

３）三重県における地域医療圏ごとの病院 BCP作成の試み 

病院の BCPを作成する際、その病院の規模や所属する医療圏における役割に応じて BCPの

内容を調整し、想定される災害の規模や状況に応じて他の医療機関との協力体制や役割分担

を明確化することにより、真に地域医療を継続することのできる防災・減災計画が出来上が

るものと思われる。 

そこで三重県病院協会では、災害対策がご専門の三重大学工学部川口淳准教授のご指導の

もと、三重県や三重県医師会などと協力して、県内 8医療圏それぞれにおいて、所属するす

べての病院が協力して病院 BCPを作成する。  

 

三重県における８医療地区 

１）桑員（桑名・いなべ）地区 

２）三泗（四日市）地区 

３）鈴亀（鈴鹿・亀山）地区 

４）津（津・久居）地区 

５）伊賀（伊賀・名張）地区 

６）松阪地区 

７）伊勢志摩（伊勢・志摩）地区 

８）東紀州（紀北・紀南）地区 
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医療施設の規模による役割分担 
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被害状況の想定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各医療機関においては 

１）各施設の現状をありのままに認識し災害の程度に応じた対策を検討する 

２）想定される様々な被害状況に応じて有機的な役割分担を果たす 

３）さらなる施設、設備の充実を図り、より進んだ災害対策を実現する 
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各医療圏における BCP策定の進捗状況 

桑員地区 

今までに BCP作成のための講習会やワークショップを 4回開催  

（2019年 5月 20日、7月 30日、10月 11日、2020年 1月 14日） 

今年度中に地区内に所属する医療機関の BCP策定を終了する予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桑員地区 BCP作成委員会の様子（2019年 10月 11日） 

 

伊賀地区 

2019年 10月 15日、2020年 1月 22日に BCP策定委員会を開催 

3月 26日第 3回委員会を予定 

東紀州地区 

      3月 27日、第 1回 BCP策定委員会を開催予定 

 

 

来年度の目標 

 １）県内の他の医療圏へ拡大 

 ２）診療所、介護施設、行政などとの協力体制の構築  


